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寺岡　弘樹

１．対象職員
　　　　所　　属　　総務部総務課
　　　　職・氏名　　事務職員　中島　快
　　　　年　　齢　　２３歳
　　　　性　　別　　男性

２．失職の理由（根拠法令）
　　　　地方公務員法第２８条第４項（同法第１６条第１号該当）

　詳細は別紙のとおりです。

【市長コメント】
　交通安全を推進する担当者が飲酒運転により物損事故を起こしたこと
に対し、市民の皆様へ深くお詫びいたします。
　市としましては、二度とこのようなことが起こらないよう、職員の服務規
律の徹底を図るとともに、引き続き、市民の皆様からの信頼回復に向け
て、職員一丸となって全力で取り組んでまいります。

職員の失職について

概 要
令和３年１２月２９日に飲酒運転により物損事故を起こした職員が道路
交通法違反の罪で懲役10月、執行猶予３年の有罪判決を受け、本日、
判決が確定したことに伴い、地方公務員法の規定により失職しました。

あり なし
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職員の失職について 

 

 

令和４年８月３日  

鹿島市 総務部総務課 

 

 

次の職員が地方公務員法の規定に基づき失職しました。 

 

１．対象職員 

所  属  総務部総務課 

 職・氏名  事務職員  中島 快 

 年  齢  ２３歳 

 性  別  男性 

 

２．失職日 

 令和４年８月３日 （当該日の午前０時に失職） 

 

３．失職の理由 

  道路交通法違反で懲役１０月、執行猶予３年の判決を受け、このたび、その判決が確定

したことにより、地方公務員法第１６条第１号に該当するに至ったことから、同法第２８

条第４項の規定に基づき本市職員としての職を失ったもの。 

 

４．事案の経過 

 ⑴ 令和３年１２月２９日 

飲酒運転によりガードパイプ等に衝突する等の交通事故を発生させ、道路交通法違反

容疑で逮捕 

 ⑵ 令和４年３月３１日 

   道路交通法違反で起訴 

 ⑶ 令和４年７月１９日 

   佐賀地方裁判所武雄支部より懲役１０月、執行猶予３年の判決 

 ⑷ 令和４年８月２日 

   控訴の提起期間の末日 

 ⑸ 令和４年８月３日 

   判決確定 

 

５．その他 

 対象職員の上司である総務課長（当時）に対して、管理監督責任があるとして厳重注意

を行った。 


